
  

 

改正法の概要と手続きフロー 
資料２ 

３．改正法の制度手続きフロー 

施設廃止 
(法３条調査) 

形質変更時 
(法４条調査) 

調査命令 
(法５条（旧４条）調査) 

自主調査による 
指定(法 14条) 

形質変更届出 
（30日前まで） 

調査命令 汚染のおそれあり 

土壌汚染状況調査結果報告 

区 域 指 定 
「要措置区域」 

区 域 指 定 
「形質変更時要届出区域」 

リスクなし 
基準超過 

調査報告 
（法に準じたもの）

みなし 

措置の実施を指示 
（従わない場合は措置命令）

形質変更届 

土壌搬出届 

（搬出伴う場合） 

措置を実施 
（搬出時は処理業者委託） 

区 域 解 除 

汚染除去 

※全所有者の 

合意必要 

区域指定申請 

リスクあり 

汚染残置 

１．改正の背景 

（１）９０％が法や条例に基づかない自主調査による汚染の発見 

（２）掘削除去による措置が８５％ 

（３）汚染土壌の不適正な処理による汚染の拡散 

 

２．主な改正点 

（１）土壌汚染の状況を把握するための制度拡充（新規） 

① 一定面積以上の土地の形質変更時に届出を義務化。土壌汚染のおそれのある場

合には土壌汚染調査を実施（知事命令） 

② 自主調査で土壌汚染が判明した場合、土地の所有者等の申請に基づき、規制対象

区域として指定 

 ③ 知事による土壌汚染情報の収集、整理、保存及び提供等（努力義務） 

 

（２）規制対象区域の分類による対策の明確化（改正） 

 

 従来 ： 指定区域のみ → 今後 ： ２つの区域に分類  

 

  区域の分類   ① 土地の形質変更時に届出が必要な区域  

→ 形質変更時要届出区域 

② 盛土、封じ込め等の対策が必要な区域  

  → 要措置区域 

（３）搬出土壌の適正処理（新規） 

① 規制対象区域内の土壌の搬出の規制 

（事前届出、計画の変更命令、運搬・処理基準違反時の措置命令） 

② 搬出土壌に関する管理票の交付及び保存の義務 

③ 搬出土壌の処理業についての許可制度の新設 

 

（４）指定調査機関の信頼性の向上（新規） 

 ① 5 年ごとの更新制度の導入 

 ② 技術管理者の設置及び業務監督 


